
【記入要領】

・自己点検項目を踏まえ、点検結果として○、△、×、該当なしのいずれか当てはまるものを選択してください。
○：適合している △：適合状況が不十分である　　　
×：適合していない　　　　該当なし：設問に対して該当しない場合

・点検結果が△・×の場合には、その理由及び改善のための措置を具体的にご記入ください。

・自己点検に当たってご参照いただく主な根拠

クラブ名： 経営主体：

代表者職・氏名：

資料作成者名：

・確認項目をご覧の上、自己点検項目の色付き部分にクラブの状況や説明を記入し、また、欄（□）の該当箇所に✓を付けてください。

基準条例 大村市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年9月16日条例第19号）
運営指針 放課後児童クラブ運営指針（令和7年1月22日こ成環第16号こども家庭庁成育局長通知）

令和７年度　大村市放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）
自己点検表



点検結果
(〇,△,×)

点検結果が△・×の場合における
理由及び改善のための措置

～

～

～

～

日

１　開所時間及び開所日

確認項目
※カッコ〔〕内は根拠

自己点検項目
（確認項目に対するクラブの状況・説明）

【平日】学校の授業の休業日以外
の開所時間

【土曜日】の開所時間

【日曜・祝日】の開所時間

【学校長期休業日】
学校の授業の休業日の開所時間

【開所（予定）日数】

(1)

学校の授業の休業日は１日に８時間以上、学
校の授業の休業日以外の日は１日に３時間以
上開所している。

〔基準条例第18条第1項〕
〔運営指針第４章３〕

(2)

【開所日】
１年に250日以上開所予定である。

〔基準条例第18条第2項〕
〔運営指針第４章３〕
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２　放課後児童支援員等の数及び資格

点検結果
(〇,△,×)

点検結果が△・×の場合における
理由及び改善のための措置

人

人

人

人

人

確認項目
※カッコ〔〕内は根拠

自己点検項目
（確認項目に対するクラブの状況・説明）

【届出定員】

【全ての利用登録児童の数①】

【①のうち毎日利用希望人数】

【①のうち一時利用希望人数】

【児童の数】（次の例と同様に算出）
　　確認月（　　　）月
　※児童の数は、毎日利用児童の人数に一時利用児童の平均利用人数を加えた数。

職員配置について、出勤簿や勤務ローテーション表、クラブ日誌
を確認し、支援の単位ごとに職員を２人以上配置している

上記のうち、支援の単位ごとに少なくとも１人以上は放課後児
童支援員である

（例）一週間のうち６日（月～土）開所している定員44人のクラブの場合
　１０月の【児童の数】が４２人である場合の例。
　　・６日間利用登録　３２人→３２人
　　・５日間利用登録　８人→８人×５日間／６日間＝6.6人≒７人
　　・４日間利用登録　４人→４人×４日間／６日間＝2.6人≒３人
　したがって、確認した１０月は、児童数３２人＋７人＋３人で計４２人。
　（※1人未満の端数が生じた場合には切り上げること。）

(2)

事業所ごとに、開所している時間帯を通じて、支
援の単位ごとに放課後児童支援員を２人以上
（そのうち１人を除き補助員でも可）配置して
いる。

〔基準条例第10条第２項〕
〔運営指針第４章１〕

(1)

1つの支援の単位を構成する児童の数は
おおむね40人以下としている。

〔基準条例第10条第４項〕
〔運営指針第４章２〕
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人

人

人

人

人

労働契約書（兼労働条件通知書）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

最新の職員名簿： 月　　日　現在

総職員数：

総職員数のうち放課後児童支援員の人数：

上記のうち、放課後児童支援員の資格者証や研修修了証の写
しを保管している

放課後児童支援員のうち、みなし支援員の人数

上記のみなし支援員の資格者証の写しを保管している

上記のみなし支援員について、研修計画に基づき、放課後児童支
援員としての従事日から2年以内に研修の修了を予定している

総職員数のうち補助員の人数：

総職員のうちその他（事務職員等）の人数：

※労働契約書（兼労働条件通知書）等から以下のことが読み取れるか

　　根拠書類：
(4)

放課後児童支援員及び補助員は専任である。
※専任とは、支援の提供を行う時間帯を通じ
て、放課後児童健全育成事業の業務のみを行
うことをいう。

〔基準条例第10条第５項〕

(3)

放課後児童支援員は、大村市放課後児童健
全育成事業の設備及び運営の基準に関する条
例第10条第３項各号のいずれかに該当する者
であって、都道府県知事等が行う研修を修了し
たもの（その者の研修計画を定めた上で、放課
後児童支援員としての業務に従事することとなっ
た日から２年以内に当該研修を終了することを
予定している者（以下「みなし支援員」）を含
む。）である。

〔基準条例第10条第３項〕

 専任である
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点検結果
(〇,△,×)

点検結果が△・×の場合における
理由及び改善のための措置

３　放課後児童健全育成事業所の構造設備及び面積

確認項目
※カッコ〔〕内は根拠

自己点検項目
（確認項目に対するクラブの状況・説明）

体調の悪い時等に静養することができる場所：

遊び等の活動拠点（室内・室外）を備える上での工夫：

　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

取組事項：

(1)

児童が安全に安心して過ごし、体調の悪い時等
に静養することができる生活の場としての機能と、
遊び等の活動拠点としての機能を備えている。

〔基準条例第９条第１項〕
〔運営指針第６章１〕

(2)

児童の所持品を収納するロッカーや児童の生活
に必要な設備及び備品等を備えている。

〔基準条例第９条第１項〕
〔運営指針第６章１〕

(3)

事業所の専用区画や設備・備品等は、放課後
児童健全育成事業所を開所している時間帯を
通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用
に供している。

〔基準条例第９条第３項〕

(4)
室内で採光及び換気が確保されていること。

〔基準条例第５条第５項〕

 手洗い場（共用含む）

 机 下駄箱（共用含む）

 トイレ（共用含む）

 

 専用としている

 他の事業（用途）でも兼用している

 兼用しているが、利用者の生活の場としての機能を十分に担保している

 ロッカー  図書

 遊具
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㎡
人

４　 非常災害に対する措置

点検結果
(〇,△,×)

点検結果が△・×の場合における
理由及び改善のための措置

(2) 　　　

取組事項：

①専用区画の面積：
②届出定員：
③児童１人あたりの面積（①÷②）：

確認項目
※カッコ〔〕内は根拠

自己点検項目
（確認項目に対するクラブの状況・説明）

非常災害に対する具体的計画を立てている。

〔基準条例第６条第1項〕
〔運営指針第６章２〕

保護者との共有方法：

学校との共有方法：

(5)

室内で衛生が確保されていること。

〔基準条例第５条第５項、第９条第４項、第
13条第１項〕

(6)

専用区画の面積は、
児童１人につき、おおむね1.65㎡以上である。

〔基準条例第９条第２項〕
〔運営指針第６章１〕

(1)

消火用具、非常口その他非常災害に必要な設
備が設けられており、職員全員が設置場所や使
用方法を知っている。

〔基準条例第６条第1項〕
〔運営指針第６章２〕

(3)

非常災害等の緊急時の対応について、保護者
や学校と共有している。

〔運営指針第６章２〕

　消火器等の消火用具や非常口を設置している

　消火器等の消防用具の場所・使用方法を職員が知っている

　消火器等の消火用具の使用期限が切れていない

　消火器は歩行や避難の邪魔にならず、必要なときに瞬時に持ち出せる場所にある

　職員がマニュアル保管場所を知っている

　防災マニュアル等を策定している

5



消火訓練

５　安全計画の策定と措置

点検結果
(〇,△,×)

点検結果が△・×の場合における
理由及び改善のための措置

周知方法：

実施の記録方法：
訓練の種類

（該当するものに〇）
避難訓練

確認項目
※カッコ〔〕内は根拠

自己点検項目
（確認項目に対するクラブの状況・説明）

研修及び訓練の実施日（年１回以上）

実施日及び
実施予定日

記録の
有無

(1)

利用児童の安全を確保するための安全計画を
定めている。

〔基準条例第６条の２第１項〕
〔運営指針第６章〕

　　　安全計画に次の項目を定めている。

　　　施設・設備の安全点検の実施に関すること

　　　日々の活動・取組等に係る安全確保の指導に関すること

　　　職員への研修や訓練などの計画的な実施に関すること

(２)

安全計画を職員に対し周知し、定期的に（年
１回以上）研修及び訓練を実施している。

〔基準条例第６条の２第２項〕
〔運営指針第６章〕

(4)

非常災害に対する定期的な訓練（避難訓練、
消火訓練をそれぞれ）を年２回以上実施してい
る。
※同日に避難訓練と消火訓練を行った場合はど
ちらも１回実施したものとします。

〔基準条例第６条第2項〕
〔運営指針第６章２〕
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周知方法

６　業務継続計画の策定と措置

点検結果
(〇,△,×)

点検結果が△・×の場合における
理由及び改善のための措置

周知方法

確認項目
※カッコ〔〕内は根拠

自己点検項目
（確認項目に対するクラブの状況・説明）

※未策定クラブについては、「児童福祉施設における業務継続ガイドライン」（令和４年３月31日 令
和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「感染症等発生時の児童福祉施設における業務継
続の在り方に関する調査研究」）に業務継続計画を策定に当たって配慮事項がまとめられていますの
で、策定に当たっての参考にしてください。

研修及び訓練実施日（年１回以上）

(３)

安全計画に基づく取組の内容等を保護者へ周
知している。

〔基準条例第６条の２第３項〕
〔運営指針第６章〕

(１)

感染症や非常災害の発生時において、利用者
に対する支援の提供を継続的に実施すること
や、非常時の体制で早期の業務再開を目的とす
る計画（業務継続計画）を策定している。

〔基準条例第12条の２第1項〕
〔運営指針第６章２〕

(2)

職員に対し、業務継続計画を周知し、必要な研
修及び訓練を定期的（年１回以上）に実施し
ている。

〔基準条例第12条の２第２項〕
〔運営指針第６章２〕

　業務継続計画を策定している

　業務継続計画を策定していない
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７　育成支援

点検結果
(〇,△,×)

点検結果が△・×の場合における
理由及び改善のための措置

確認項目
※カッコ〔〕内は根拠

自己点検項目
（確認項目に対するクラブの状況・説明）

※子ども一人ひとりの心身の状態をどのように把握しているか、事業所での取組事項
を記載してください。

※子どもが自発的に遊びの楽しさを共有していくように、どのような配慮を行っている
か、事業所での取組事項を記載してください。

障害のある子どもを受け入れている：

受け入れにあたり配慮していること：

障害児の利用を断ったことがあるか：

断った場合、その理由：

(1)

子どもの発達過程を踏まえ、子ども一人ひとりの
心身の状態を把握しながら、育成支援を行って
いる。

〔運営指針第２章５〕

(2)

子どもが遊びに自発的に参加し、遊びの楽しさを
仲間の間で共有していくように配慮がなされた育
成支援を行っている。

〔運営指針第２章４〕

(3)

障害のある子どもも放課後児童健全育成事業
を利用する機会が確保されている。

〔運営指針第３章２〕
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（　　　人）

（　　　人）

事業所での取組事項：

運営に関わる業務として実施している取組事項：

前年度研修
参加延べ人数
前年度研修

参加延べ人数

(4)

日々のこどもの様子と育成支援の内容、明日以
降へ引き継ぐ必要のある事項等を毎日記録し、
その内容を職員間で共有している。

〔運営指針第３章５〕

(5)

通信（お便り等）の発行や保護者会等を通し
て、放課後児童クラブでのこどもの様子や育成支
援に当たって必要な事項を、定期的かつ同時に
すべての家庭に伝えている。

〔運営指針第３章５〕

(6)
運営に関わる業務を適切に実施している。

〔運営指針第３章５〕

(7)

放課後児童支援員等の資質の向上のための研
修の機会を確保している。

〔基準条例第８条第１項、第２項〕
〔運営指針第７章１〕

　研修計画を策定している

　職場外への研修に参加している

　職場内の研修を実施している

　業務の実施状況に関する日誌（こどもの出欠席、職員の服務に関する状況等）
　運営に関する会議や打合せ、申合せや引継ぎ
　おやつの発注、購入等
　遊びの環境と施設の安全点検、衛生管理、清掃や整理整頓

　保護者との連絡調整
　学校との連絡調整
　地域の関係機関、団体との連絡調整
　会計事務
　その他、事業運営に関する記録

 日々のこどもの状況や育成支援の内容等を必ず毎日記録している

 日々のこどもの状況や育成支援の内容等を毎日記録していない
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人

※事業所での取組事項を記載してください。
実施内容（配慮内容）：

※事業所での取組事項を記載してください。
平常時の取組（虐待を見逃さない為に普段から心がけていること）

虐待発見時の対応

※事業所での取組事項を記載してください。

連絡先の把握者
（管理場所を把握し、連絡先を出せる職員）：

連絡先の管理方法：

関係機関への報告方法：

(8)

児童に身体的苦痛を与えたり人格をはずかしめ
ることがない等、児童の人権に十分配慮してい
る。

〔基準条例第５条第２項、第11条、第12条〕
〔運営指針第７章１〕

(9)

虐待等、保護者に不適切な養育等が疑われる
場合の対応が定められている。

〔運営指針第３章３〕

(10)

保護者と日常的に連絡をとり、児童の健康及び
行動を説明するとともに、支援の内容について理
解及び協力を得ている。

〔基準条例第19条〕
〔運営指針第３章１、４〕

(11)

事故が発生した場合などに備え、保護者の緊急
時の連絡先を整理し、全ての放課後児童支援
員等が関係機関に対する報告等を必要時に行
うことができるようにしている。

〔基準条例第21条第1項〕
〔運営指針第６章２〕
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件

件

具体的な
連携の内容

事故やケガの発生件数（前年度）：

実際に報告した事故件数（前年度）：

※賠償すべき事故が発生した場合に備えて、損害賠償保険への加入が必要です。

学校との連携：

評価方法：

公表方法：

(12)

通院が必要となる事故やケガなどが発生した場
合には、大村市こども支援課に事故内容を報告
している

〔運営指針第６章２〕

(13)

賠償すべき事故が発生した場合に備えて損害賠
償保険に加入している。

〔基準条例第21条第2項〕
〔運営指針第６章２〕

損害賠償保険名
（保険会社名）

(14)

利用者の通学する学校と連携している。

〔基準条例第20条〕
〔運営指針第５章１〕

(15)

運営の内容について、自ら評価を行い、その結果
を公表している。

〔基準条例第５条第４項〕
〔運営指針第７章３〕

　連携している 　連携していない

11



８　おやつ等の提供

点検結果
(〇,△,×)

点検結果が△・×の場合における
理由及び改善のための措置

確認項目
※カッコ〔〕内は根拠

自己点検項目
（確認項目に対するクラブの状況・説明）

おやつの提供頻度や提供に際して配慮していることなど：

利用申込時に、保護者から医師の診断に基づく書類
（学校生活管理指導表等）の写しをもらっている

入会申込書に配慮すべき事項を記入してもらい、必要に
応じて保護者と面談を行うなどして連絡を取り合っている

食物アレルギーのある児童について職員が把握できるように職員
会議などで内容を共有し、おやつ提供時には必ず確認している。

(1)

栄養面や活力面を考慮し、おやつを提供してい
る。

〔運営指針第３章１〕

(2)

食物アレルギーのある児童については、配慮すべ
きことや緊急時の対応等について事前に保護者
と丁寧に連絡を取り合い、安全に配慮して提供
している。

〔運営指針第３章１〕
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９　健康管理・衛生管理・安全確保

点検結果
(〇,△,×)

点検結果が△・×の場合における
理由及び改善のための措置

(2)

職員がいる

毎月実施でき
ている

記載欄：

確認項目
※カッコ〔〕内は根拠

自己点検項目
（確認項目に対するクラブの状況・説明）

職員について定期健康診断（毎年）を行い、健康診断結果を
保管している。
※ただし当該年度途中に雇用する職員の定期健康診断
は、雇用時の健康診断と兼ねることができる

年度途中に新たに雇用した職員については、雇入時に
健康診断を実施している。

放課後児童支援員等が、業務中あるいは通勤
途中に災害等にあった場合の保証を行うため、
事業主として労災保険に加入している。

〔運営指針第４章６〕

おやつの提供に携わる職員の有無：

職員がいない

検便実施状況：
※「おやつ等の提供に携わっている職員」とは、調理
（食品の加工・加熱等を指し、配膳のみは除く。）に
関わる職員のことをいいます。

毎月実施できていない

(1)

職員の健康診断を行っている。
（採用時及び年１回）

〔運営指針第４章６〕
〔労働安全衛生法第66条〕
〔労働安全衛生規則第44条〕

(3)

おやつ等の提供に携わっている職員※には、
定期的に検便を実施している。

〔基準条例第13条第２項〕
〔運営指針第４章６〕

(4)

必要な医薬品（医薬部外品等）、その他の医
療品を備えている。

〔基準条例第13条第３項〕
〔運営指針第６章２〕

　体温計 　水まくら 　消毒液 　絆創膏類

　その他（下記に詳細を記載してください）

　備えていない

　事業主として労働者災害補償保険（労災保険）加入している

　事業主として労働者災害補償保険（労災保険）加入していない
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(7)

情報収集方法：

予防方法：

感染症の発生や疑いがある場合は、必要に応じ
て大村市こども支援課や保健所等に連絡する体
制が整っている。

〔基準条例第13条第２項〕
〔運営指針第６章２〕

市町村や保健所等の連絡先を管理し、
すぐに連絡できる体制になっている

(5)

感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のた
め、職員への研修や訓練の実施に努めている。

〔基準条例第13条第２項〕
〔運営指針第６章２〕

直近の
研修及び訓練の実施日

研修：令和　年　月　日
訓練：令和　年　月　日

(6)

感染症の発生状況について情報を収集し、予防
に努めている。

〔基準条例第13条第２項〕
〔運営指針第６章２〕

(8)

施設設備やおやつ等の衛生管理を徹底し、食
中毒の発生防止に努めている。

〔基準条例第13条第１項〕
〔運営指針第６章２〕

     　　　職員は手洗いや爪切り、消毒等を行っている。

     　　　使用する布きんやまな板等の消毒を行っている。
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整理棚やロッカーに落下する恐れのある荷物等を積んでいない

(9)

食中毒の発生時や疑いがある場合は、保健所
等に連絡し、必要な措置を講ずるなど、拡大を
防ぐ体制が整っている。

〔基準条例第13条第２項〕
〔運営指針第６章２〕

　　　　　市町村や保健所等の連絡先を管理し、
　　　　　すぐに連絡できる体制になっている

(10)

児童の事業所内外での活動、取組等のため、自
動車を運行するときは、乗車及び降車の際、児
童の所在を確認している。

〔基準条例第６条の３〕

所在の確認方法

(11)

日常の遊びや生活の中で起きる事故やケガを防
止するために、室内及び屋外の環境の安全性に
ついて毎日点検し、必要に応じ補修をしている。

〔基準条例第９条第４項〕
〔運営指針第６章２〕

地震により整理棚やロッカー等が倒れないように転倒防止策を講
じている

遊具の破損等など、目視で危険な箇所がないか確認をしている
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10　利用者への情報提供と秘密保持等

点検結果
(〇,△,×)

点検結果が△・×の場合における
理由及び改善のための措置

周知方法：

具体的な措置の内容

確認項目
※カッコ〔〕内は根拠

自己点検項目
（確認項目に対するクラブの状況・説明）

運営規程の改定状況：

最新の改定日 年　　　　　月　　　　　日

運営規程に定められている項目：

（1）
提供するサービス内容を運営規程に定めている。

〔基準条例第14条〕

(2)
運営規程の内容を保護者に周知している。

〔運営指針第４章４〕

(3)

職員や職員であった者が、正当な理由がなく、そ
の業務上知り得た利用者又はその家族の秘密
を漏らすことがないよう、必要な措置を講じてい
る。

〔基準条例第16条第2項〕

　事業の目的及び運営の方針

　職員の職種、員数及び職務の内容

　開所している日及び時間

　支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額

　利用定員

　通常の事業の実施地域

　事業の利用に当たっての留意事項

　緊急時等における対応方法

　非常災害対策

　虐待の防止のための措置に関する事項

　その他事業の運営に関する事項（苦情への対応について等）

　保護者への配布 　クラブ内での掲示
　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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11　要望及び苦情への対応

点検結果
(〇,△,×)

点検結果が△・×の場合における
理由及び改善のための措置

12　備える帳簿

点検結果
(〇,△,×)

点検結果が△・×の場合における
理由及び改善のための措置

記載欄：

確認項目
※カッコ〔〕内は根拠

自己点検項目
（確認項目に対するクラブの状況・説明）

窓口責任者：

連絡先：

周知方法：

取組事項：

確認項目
※カッコ〔〕内は根拠

自己点検項目
（確認項目に対するクラブの状況・説明）

(1)

要望及び苦情受付の窓口を決め、苦情対応の
解決手続きについて、利用者に対して周知して
いる。

〔基準条例第17条第1項〕
〔運営指針第７章２〕

(2)

要望及び苦情の内容や対応について、職員間で
共有する等により、事業内容の向上に努めてい
る。

〔運営指針第７章２〕

（1）

職員に関する帳簿が備えられている。

〔基準条例第15条〕
〔労働基準法第107条、108条、109条〕

　職員名簿 　資格を証明する書類（写）

　賃金台帳 　出勤簿

　勤務ローテーション表 　超過勤務簿

　雇用通知書（労働契約書）

　その他（下記に詳細を記載してください）
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記載欄：

（4）

（5）

現金の管理方法：

利用している児童の状況を明らかにする帳簿等
が備えられている。

〔基準条例第15条〕

運営に関わる業務の記録等が備えられている。

〔基準条例第15条〕
〔運営指針第３章５〕

日誌への記録有無：

日誌内容について、主な項目として下記が記載されている。

（2）
財産に関する帳簿が備えられている。

〔基準条例第15条〕

（3）

収支に関する帳簿が備えられている。

〔基準条例第15条〕
〔運営指針第４章７〕

(6)
日誌は日常的な活動状況や児童及び職員の様
子がわかるように毎日つけられている。
〔運営指針第３章５〕

　会計関係帳簿

　出席簿 　児童名簿

　入会（継続）申込書（利用申込書）

　小口現金出納帳

　通帳 　領収書（原本）

　備品台帳 　その他（下記に詳細を記載してください）

　毎日日誌が付けられている 　日誌が付けられていない日がある

　事故やケガの発生状況とその対処

　おやつ（材料やメニュー）

　日付

　職員の勤務状況

　業務の実施状況に関する日誌

　開所時間
　こどもの出欠人数、出欠席状況

　開所時間前後の業務内容

　主な活動

　学校等の関係機関との連絡

　行事
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13　その他

点検結果
(〇,△,×)

点検結果が△・×の場合における
理由及び改善のための措置

確認項目
※カッコ〔〕内は根拠

自己点検項目
（確認項目に対するクラブの状況・説明）

実施している事業：

（1）

クラブで実施している放課後児童健全育成事業
を含む各種事業の趣旨や目的を十分に理解し
た上でクラブ運営を行っている。

〔大村市すくすく保育支援事業補助金交付要綱〕

（2）

各種補助金の交付申請や実績報告などに必要
な市への提出書類について、適切な書類作成に
努め、期限内に提出している。

〔大村市すくすく保育支援事業補助金交付要綱〕

（3）

市に提出した各種補助金の交付申請書類や実
績報告書の不備・不足に対し、市からの連絡に
対し速やかに対応している。

〔大村市すくすく保育支援事業補助金交付要綱〕

（4）

市から交付された補助金について、事業の実績
報告後に、返戻金が生じた場合、市への返納処
理を速やかに行っている。

〔大村市すくすく保育支援事業補助金交付要綱〕

　放課後児童健全育成事業

　障害児受入推進事業

　放課後児童クラブ送迎支援事業

　放課後児童支援員等処遇改善等事業

　小規模放課後児童クラブ支援事業

　放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業

　ほとんどの場合、期限内に提出できている

　期限内に提出できない場合がよくある

　ほとんどの場合、速やかに対応できている

　遅滞する場合がよくある

　ほとんどの場合、速やかに対応できている

　遅滞する場合がよくある

　放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円相当賃金改善）
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